
豊島区防災危機管理課

つながるサロンの代表者・コーディネーターの皆様へ

災害に備えて
３つのお願い

令和８年２月１０日



首都直下地震被害想定（都心南部直下地震）
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豊島区の一部で震度６強の想定



５．豊島区の被害想定（抜粋） ～豊島区地域防災計画（案）～

被害想定の公表時期 令和4年5月

条件 想定地震 都心南部直下地震・多摩東部直下地震
（Ｍ7.3）※

時期及び時刻・風速 冬の夕方18時

人的被害 死者数 59人 （多摩）

負傷者数 1,467人 （多摩）

避難者数 32,136人 （都心）

徒歩帰宅困難者数 128,014人 （都心・多摩）

物的被害 建物全壊 827棟 （多摩）

火災（倒壊建物を含む） 877棟 （多摩）

停電率 6.5％ （都心）

不通回線率 1.9％ （多摩）

上水道断水率 21.6％ （都心・多摩）

下水道管きょ被害率 3.4％ （都心）

閉じ込めにつながり得るエレベーター停止台数 647台 （都心）
◼ 平成24年と令和4年の被害想定は、想定される地震のメカニズムが異なるため、単純な比較は困難である。
◼ 各被害想定公表時点で想定し得る最大の被害を比較したものであることを留意。
◼ 令和4年の被害想定は「都心南部直下地震」、「多摩東部直下地震」の被害が大きい数値を記載。
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●防災の基本は自助・共助
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① 自助＝自分の命は自分で守る

・生き延びるためには対策が必要

→ 自宅の耐震診断、耐震改修

→ 居室内の安全化（家具等の転倒防止、ガラスの

飛散防止など）

② 共助＝近隣住民で助けあう

→近所づきあい（「絆」づくり）

→防災訓練への参加

③ 公助＝行政による活動

→救助救出、避難所・物資の確保、防災まちづくり、

補助・福祉救援センター、防災情報伝達手段の充実等

★自助：共助:公助
＝７：２：１

阪神・淡路大震災では、約８割が
建物倒壊による圧死・窒息死



●分散避難の推進（在宅避難）
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みなさんには覚えていてもらいたい！

３．発災への備えの大切さ

1つ目
在宅避難ができる環境を！
家具等転倒防止をしてください

家の耐震化や感震ブレーカーの設置なども



6

あなたの財産が災害ごみになってしまいます。

家具や家電には転倒防止措置を



家具転対策の効果
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高層階で地震にあったら・・・
首都圏地震想定（１階と１０階）
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１階は
震度５強



●家具等の転倒防止のための対策
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家具の転倒防止対策費用の助成金のご案内

【対象者】
①６５歳以上の方のみで構成される世帯
②身体障害者手帳または愛の手帳を所持する方がいる世帯
③要介護３～５の方がいる世帯

【助成額】
１世帯につき 上限15,000円 １世帯１回限り）

【窓口・問い合わせ】
防災危機管理課（03-4566-2572）
郵送も可。郵送の場合は、簡易書留・特定記録郵便で防災危機管理課へ
※高齢者総合相談センターも窓口になります

詳細はこちら⇒
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みなさんには覚えていてもらいたい！

３．発災への備えの大切さ

２つ目

ご自宅での食料などの備蓄を
してください
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自宅での備蓄を 避難所より自宅がよい！
できれば7日分
（最低3日分）を



それ以外の備蓄

⇒ ポータブルバッテリー
⇒ トイレットペーパー、マッチ・ライター、衣服、
⇒ 衛生用品、感染症対策用品、

寝ているときなどすぐに持ち出せるようにしましょう
スマホ、医薬品、眼鏡、お薬手帳

事前の備え

自宅での備蓄

●在宅避難を支えるために（備蓄）
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断水や下水道が破裂した時はトイレは使えません。

日頃から携帯用トイレなど準備しておきましょう！

家族の人数×5個×3日

トイレは大事です
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⓷
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みなさんには覚えていてもらいたい！

３．発災への備えの大切さ

３つ目

家族や仲間、みんなでみんなを
見守ろう

共助
できる範囲でお願い！



家族の安否、連絡
家族と災害時の対応について話し合って
おきましょう（離れて暮らす親や子なども）

家族はどう対応するのか、安否連絡はど
うするのか、事前の決めが大事
災害伝言ダイヤル１７１、ライン家族グ
ループメールなど



会の皆さんなど仲間をみんなで見
守り（できる範囲で！）

Lineグループなどで連絡を取り合っ
てください

連絡が取れない人の安否を確認を
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それでも自宅にいられない時は避難所へ



救援センター（避難所）とは

• 災害が発生した場合における周辺住民の防災拠点

• 避難した住民等を災害の危険がなくなるまで受け入れる、災

害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させる

ための施設

• 震度5強以上の地震が発生した場合に開設
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救援センター（避難所）の役割と機能

• 一時的な宿泊場所の提供

• 給水・給食活動

• ライフラインの提供

• 災害情報の収集・提供

• 慢性疾患など医療護活動など
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区の備蓄食糧について

バランス栄養食

ビスケット

クラッカー

クリームサンド
ビスケット
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⓷



ケガをしたり、具合が悪くなったときは
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緊急医療救護所
救援センター医療救護所
（避難所医療救護所）

設置目的
病院前トリアージを実施して、
中等症者に対する災害拠点連携病院の診療
機能を維持・確保

地域医療が回復するまでの臨時的な医療機能
の提供
避難生活の長期化による被災者の健康管理

設置場所
区内病院の近接地内
（現在１０か所）

地域本部の置かれる救援センター
（１２か所）そこから35救援センターを巡回

機能・役割

• トリアージ
• 軽症者に対する処置
• 必要に応じて中等症者、重傷者に対する
搬送及び搬送までの応急処置

• 発災後3日間立ち上がる

• 軽症者（慢性疾患等を含む）に対する治療
• 避難者等に対する健康相談



緊急医療救護所と医療救護所
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ご清聴ありがとうございました
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